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当行幹事共同店舗（ＡＴＭ）での土曜日利用手数料の誤徴収について 

 

新システム移行時（平成 20 年 1 月 4 日）のＡＴＭ時間帯別手数料テーブル設定ミスにより、

本来、無料とすべき当行幹事共同店舗（ＡＴＭ）での共同店舗提携金融機関のお客さまから、手

数料 105 円を誤徴収する事例が発生いたしました。 

該当のお客さまには、手数料を早急に返却いたしますとともに、大変ご迷惑をおかけしまし

たことを深くお詫び申しあげます。 

記 

    １．発生日時    

平成 20 年 1 月 5 日（土）、平成 20 年 1 月 12 日（土） 

           午前 9 時～午後 13 時 59 分 59 秒の時間帯 

    ２．対象となるお客さま 

           上記日時に、当行幹事共同店舗（ＡＴＭ）利用の共同店舗提携金融機関 

のお客さま  計 710 先 12 金融機関 

     ３．原因 

           新基幹系システム移行時のＡＴＭ時間帯別手数料テーブルの誤設定 

    ４．対策 

           ①対象のお客さま 710 先に対して誤徴収手数料 105 円を振込にて返却 

           ②システムを修正し、対象金融機関に対し本事象の説明とお詫びをすると 

            ともに、対象のお客さま宛お詫び文書の発送を依頼する。 

以 上  
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